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令和元年８月 19 日 

 

  

愛 南 町 議 会 

議長 内倉 長藏 殿 

   

産業厚生常任委員会 

委員長 鷹 野 正 志 

 

所 管 事 務 調 査 報 告 書 

 

 産業厚生常任委員会の所管事務の調査を実施したので、愛南町議会会議規則

第７６条の規定により、その結果を下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 日  時 

令和元年７月 11 日（木）午後１時から 

２ 開催場所 

議員協議会室及び現地（僧都Ａ地区、大久保山ダム調整池、上大道） 

３ 出席委員 

   鷹野正志、坂口直樹、中野光博、山下正敏、那須芳人、吉村直城、 

原田達也 

内倉長藏（オブザーバー） 

４ 欠席委員 

山下太三 

５ 調査事項 

「再生可能エネルギーについて」 

６ 説明員の職氏名  

環境衛生課  課  長 浅海宏貴 

課長補佐 山口秀一 

農 林 課  課  長 吉村克己 

課長補佐 好岡英樹 

 

７ 調査内容 

各課長より再生可能エネルギー事業に係る概要説明や進捗状況等、机上

説明を受ける。 

環境衛生課長から再生可能エネルギーについて、導入の経緯のほか、大

型風力発電事業計画について説明を受けた。現在稼働している宇和島市側

に建設された風車は１２基、愛南町側では、今回視察するＡ地区の僧都ウ
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ィンドシステムの風車建設基数は８基、規模は１万６，０００キロワット

となっている。またＣ地区の槇川正木ウィンドファームは、現在保安林解

除に向け関係機関との事前協議を進めているとのこと。風車建設基数８基、

発電規模２万５，０００キロワットとなっている。Ｂ地区の風車の建設予

定地は全て宇和島市側であるが、数基のブレードが上空で愛南町側の町有

林と国有林を占用することから現在事業者が地元僧都地区との説明会を

進めている状況。風車建設基数１２基、発電規模４万８００キロワットと

なっている。 

また、今回視察する営農型太陽光発電設備についても説明があり、事業

名が愛南町９号ソーラー発電所、設置個所は上大道地区、設置完了年月日

平成 28年７月とのこと。 

次に、農林課長から大久保山地区の小水力発電所についての説明を受け

る。平成 30年 10月１日より運用を開始している施設で、ポンプ逆転型水

車２台を配し年間発電電力量１５１，１２８キロワットを見込んでいると

のことであった。 

机上での説明の後、環境衛生課、農林課が所管する再生可能エネルギー

施設の現地調査を実施し、帰庁後、農林課長より営農型については、雑草

が目立つため、農業委員会を通して定期的に草刈を行うよう指導する旨説

明を受けた。 

さらに営農型の変電設備の騒音対策を行うよう指摘。 

その後取りまとめを行った。 

 

８ 調査結果報告（まとめ） 

当委員会は、所管事務調査として再生可能エネルギーにおける本町の現

状と今後の活用について取りまとめたので、その結果を報告するものであ

る。 

平成23年３月11日東日本大震災に起因して発生した福島第一原子力発

電所の事故を受け、原子力発電から再生可能エネルギーを含めた多様なエ

ネルギー源の活用が求められることとなった。 

本町において再生可能エネルギーの導入を推進する上で、地域の活力の

向上及び持続的発展を図ることを目的として、「愛南町豊かな自然と調和

のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例」を制定し、

事業者における適切な導入指導を行ってきた。 

今回、愛南町での再生可能エネルギー事業の取組み事例として、先ず初

めに、昨年度末に設置工事が完了し、今年４月から四国電力への売電を開

始した「僧都ウィンドシステム」を、次に農業水利施設（大久保山ダム）

が有し、エネルギーの有効利用を図るとともに維持管理費へ売電収入を充

当することにより大久保山土地改良区の負担軽減を図る等の目的で設置

された小水力発電を、最後に営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設

備を設置する方式の営農型太陽光発電設備の現地視察を行った。 
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風力発電事業においてはブレードからでる風切音や低周波に対する地

元住民の声を聞き、事業所に対し適切な対応をする旨、所管課を通じて指

導助言すべきとの意見のほか、耐用年数終了後の施設の対応について、透

明性を図ってもらいたいとの意見もあった。 

営農型太陽光発電施設においては、変電所の騒音等周辺住民への環境に

配慮することは当然のこと、本施設が営農型にも拘らず、雑草が多く、「榊」

の生育も悪く、とても営農とは言い難い現状であり今後日陰に強い作物を

検討すべきではないかとの意見があった。 

また今回の施設は交通量の多い道路に面していなかったものの、太陽光

パネルの反射が通行車両等周辺に悪影響を及ぼすことも懸念されること

から設置に対し充分な配慮が必要との意見もあった。 

今回視察した太陽光、風力及び水力といった再生可能エネルギーは、発

電量が季節や天候に左右される上、エネルギー密度が低いため大きな施設

が必要で周辺住民や自然環境に与える影響も多大である。それらに配慮し

た指針等を早急に確立すべきであると考える。 

当委員会としても今後も引き続き住民目線に立ち、その動向を注視して

いく必要があると考える。 

 

以上、産業厚生常任委員会の意見を集約した調査結果報告とする。 


